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３ 契約条項を示す場所 

  〒７００－８５７０ 岡山市北区内山下２－４－６ 

    岡山県農林水産部農産課（県庁７階） 

   電 話（０８６）２２６－７４２２ 

   ＦＡＸ（０８６）２２４－１２７８ 

 

４ 企画提案参加手続等 

この企画提案に参加を希望する者は、参加資格確認申請書（様式第１号）を下記のと

おり提出しなければならない。 

（１）仕様書等の配布期間及び場所 

  ア 配布期間 令和７年４月１１日（金）から令和７年４月２５日（金）まで 

                 （閉庁日を除く）の午前９時から午後５時まで 

  イ 配布場所 上記３の場所に同じ。 

                 なお、岡山県農林水産部農産課のホームページからダウンロードできる。 

（２）仕様書等に対する質問の受付 

   ア 受付期間 令和７年４月２２日（火）午後３時まで（必着） 

   イ 方  法 様式第２号によりＦＡＸで送付すること。また、送付した旨を電話で         

連絡し、受け取りの確認を行うこと。 

          電話での問い合わせには対応しない。 

   ウ 宛  先 （０８６）２２４－１２７８ 

   エ そ の 他 質問に対する回答は、ホームページで公開する。 

         企画提案実施後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を         

申し立てることはできない。 

（３）参加資格確認申請書（様式第１号）の提出方法等 

  ア 提出期限 令和７年４月２５日（金）午後５時まで（必着） 

   イ 提出場所 上記３の場所に同じ。 

  ウ 提出方法 持参又は郵送により提出する。なお、郵送の場合は、書留郵便、配達         

記録郵便その他これに準じる方法によるものに限る。 

（４）企画提案参加資格要件の審査 

   企画提案参加資格確認申請書を提出した者について、審査の結果、不適合と認めら  

れる者に対しては、令和７年５月２日（金）までに、その旨を通知する。 

  この通知を受けた者は、この企画提案に参加することができない。 

 

５ 企画提案書等の提出 

（１）提出期限 令和７年５月９日（金）午後５時まで（必着） 

（２）提出場所 上記３の場所に同じ 

（３）提出方法 郵送又は持参 

（４）提出書類 

   ア 委託業務に関する企画提案書（様式任意） 

     企画提案書にはおおむね次の事項について記載されていることが必要である。 

     ・業務に対する基本的な考え方、取組方針 

     ・業務の執行体制 



- 3 - 

    ・おかやま有機無農薬農産物等需要拡大創出事業（商談会、情報交換会等）の内容                                     

     ・ＰＲの進め方（広報計画等） 

   イ 見積書（様式任意） 

     ・本業務に係る経費の見積及び内訳を具体的に示すこと 

   ウ 法人に関する調書（様式第３号） 

   エ 直近の決算書２年分 

（５）提出部数 

   ア 提案書：５部 

   イ その他の書類：正本１部の他、写し４部 

 

６  審査方法 

（１）岡山県農林水産部内に設置する審査会において、提案書等の内容を別に定める審査

基準により審査し、契約の相手方を選定する。 

    ただし、選定された企画提案について、その企画内容を一部調整する場合がある。 

（２）審査の過程において事務局から随時説明、追加資料の提出を求める場合がある。 

（３）委託業務見積書が見積上限額を超える場合は選定しない。 

 

７ 審査結果及び契約 

  前項の審査の結果は、審査後、速やかに書面により通知する。 

  契約形態は委託契約とし、契約候補者と委託契約の協議が整い次第、県との間で締結

する。ただし、契約条件が合致しない等特殊な事情がある場合には、委託契約の締結が

できないことがある。 

 

８ その他 

（１）契約保証金は、岡山県財務規則（昭和 61年岡山県規則第８号）第 153条、第 154条 

及び第 155条の規定による。 

（２）業務委託契約書の作成を要する。 

（３）応募及び審査に係る一切の費用は、応募者の負担とする。 

（４）応募者の名称、代表者、所在地等を公表することがある。 

（５）提出書類について虚偽の記載があった場合は、失格とする。 

（６）提出書類は、返却しない。 

（７）提出書類等は、情報公開の請求により開示することがある。 

（８）契約締結予定者は、契約を締結しようとするときは暴力団の排除に係る誓約書を提   

出しなければならない。 

      なお、この誓約書を提出しないときは、契約締結を拒んだものとみなすので留意す   

ること。 


